
令和６年度事務事業評価シート（令和５年度実施事業）会計課・行政委員会   

具体的な内容

妥当性 Ａ 地方自治法第２３２条の４に基づき実施しています。

有効性 Ａ 適正・適格な歳入、歳出事務が実施できました。

効率性 Ａ
事務が多岐にわたる中、効率的な方法により実施できて
います。

妥当性 Ａ
地方自治法第１３８条第２項、四街道市議会事務局設置
条例、四街道市議会事務局規程に基づき実施していま
す。

有効性 Ａ
法令等の改正の動向を注視し、議会に関する制度の見直
しがなされる場合等には的確な対応を行っています。

効率性 Ａ
必要最低限の予算を編成し、事務を行っていることから、
より効果的な議会運営を模索・検討しながら事業を実施し
ています。

妥当性 Ａ
四街道市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例に基づき実施しています。

有効性 Ａ
四街道市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例に基づき、議員報酬等を支出しています。

効率性 Ａ
四街道市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例に定められている、議員報酬等の額及び支給方法に
より適正に支出しています。

法令等に基づき事務を
執行し、併せて法令等
の改正の動向を注視
し、議会に関する制度
の見直しがなされる場
合等には的確な対応を
行います。また、事務執
行については効率化を
目指します。

四街道市議会議員の
議員報酬及び費用弁償
等に関する条例に基づ
き、適正な支出を行い
ます。

3 議員人件費 議会事務局
議員報酬、議員期末手
当等を支給している。

議員報酬、議員期末手
当等、議員共済費を支
出する。

議会の庶務に関する事
務を効率的に行ったこ
とにより、健全な議会
運営を補助することが
できました。

現行どおり2
議会事務局事務
事業

議会事務局
議会事務を効率よく円
滑に進めている。

議会の庶務に係る事務
経費を支出する。

議員報酬等を適正に支
出することができまし
た。

現行どおり

適正・適格に歳入、歳
出事務を執行します。

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和６年度

適正・適格な、歳入お
よび歳出業務を行いま
した。

現行どおり1
会計事務運営事
業

会計課
適正・適確な歳入、歳
出事務が行えている。

債務者からの入金、債
権者への支払い、歳入
歳出日計表の作成、通
帳管理・保管、千葉県
収入証紙の販売を行
う。

事業成果

令和５年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針
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具体的な内容

番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和６年度

事業成果

令和５年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ

地方自治法で、政務活動費の交付の対象・額及び交付の
方法並びに政務活動費に充てることができる経費の範囲
は条例で定めることとされています。政務活動費交付条例
及び同条例施行規則を平成２５年３月１日付で施行し、そ
の例規に基づいて事業を行っています。

有効性 Ａ
研修等を通して議員の資質が向上することにより、市政の
課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させることに
対する効果が期待されます。

効率性 Ａ
政務活動費の更なる透明性を確保するため、政務活動に
伴う経理を明確にすることにより、より適正な取扱いを進
めています。

妥当性 Ａ
議会については、地方自治法で定められています。また、
運営については、条例、会議規則等により規定されていま
す。

有効性 Ａ
議会の重要性は今後も高まるとともに市民の関心も高ま
ることにより、市民に分かりやすく開かれた議会運営が行
われています。

効率性 Ａ
地方自治法改正の動向を注視し、議会に関する制度の見
直しがなされる場合等には的確に対応し、円滑かつ効果
的、効率的な議会運営を行っています。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更することは、
困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行いま
す。

選挙人名簿の定時登
録など定例の委員会の
ほか各種連絡協議会
及び研修会に参加しま
す。

6
選挙管理委員会
運営事業

選挙管理委員
会事務局

適正な事業の実施によ
り委員会業務の円滑な
運営と選挙の管理執行
等の改善が期待でき
る。また、事務局内の
事務が円滑に進む。

選挙管理委員会・明る
い選挙推進協議会の
開催、選挙人名簿の調
整や在外選挙人の登
録、選挙の管理執行や
選挙啓発など、委員会
業務に関する事務を行
う。

選挙人名簿の定時登
録など定例の委員会の
ほか、選挙の執行等の
ため委員会を開催する
とともに、各種連絡協
議会（書面開催）及び
研修会へ参加しまし
た。

現行どおり

四街道市議会政務活
動費交付条例及び同条
例施行規則に基づき適
正な支出を行います。
また、ホームページに
収支報告書等を掲載し
ます。

市民に分かりやすく効
果的な議会運営を目指
します。また、法律等の
見直しによる制度改正
に合わせた的確な対応
を行います。

5 議会運営事業 議会事務局
議会運営が効率よく円
滑に進められている。

会議録調製委託、議会
広報事務など議会運営
に関する事務を行う。

議員が調査研究などの
政務活動を実施したこ
とにより、市政の発展
に貢献することができ
ました。

現行どおり4
議員活動補助事
業

議会事務局

議員が政務活動費の
交付を受け、調査研
究、研修会への参加な
どを行っている。

議員の市政に関する調
査研究、その他活動に
資するために必要な経
費の一部を支出する。

本会議及び各委員会
の会議録の作成、議会
定例会ごとに議会だよ
りの発行などを行い、
議会運営を円滑に実施
することができました。
また、タブレット端末及
び会議システムの活用
により、議会・議員活動
を効率化するとともに、
ペーパーレス化を推進
することができました。

現行どおり
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番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和６年度

事業成果

令和５年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更することは、
困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行いま
す。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更することは、
困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行いま
す。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため継続します。

有効性 Ａ 啓発活動を通じ、有権者の政治意識が向上しています。

効率性 Ａ 必要な時期に機会をとらえて実施しています。

明るい選挙啓発ポス
ターや標語の募集と審
査を行い、市議会議員
一般選挙における選挙
啓発標語を決定しまし
た。また優秀な作品を
県選管へ応募しポス
ター１作品、標語２作品
が入賞しました。

現行どおり

有権者の政治意識の
向上及び明るい選挙の
実現などを目指して、明
るい選挙啓発ポスター・
標語の募集及び審査等
の啓発活動に継続して
取り組みます。

9 選挙啓発事業
選挙管理委員
会事務局

選挙が公明且つ適正
に行われるよう、あらゆ
る機会を通じて選挙人
の政治意識を向上する
ことにより、投票の方
法、選挙違反その他選
挙に関し必要と認める
事項が選挙人に周知さ
れている。

各選挙での街頭啓発、
選挙啓発ポスター・標
語作品の募集審査を行
う。

令和６年度の選挙執行
予定は、現在のところ
ありません。

8
県議会議員選挙
執行管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された選
挙人名簿等の調製整
備により、選挙時の投
票が円滑に行われ、投
じた一票が有効投票と
して開票結果に反映さ
れる。

選挙人名簿の調製、選
挙権・被選挙権の調
査、各種選挙の執行な
どを行う。

令和５年４月９日に県
議会議員一般選挙を執
行し、公正で適正な選
挙事務を行いました。

休止

令和６年度の選挙執行
予定は、現在のところ
ありません。

7
市議会議員選挙
執行管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された選
挙人名簿等の調製整
備により、選挙時の投
票が円滑に行われ、投
じた一票が有効投票と
して開票結果に反映さ
れる。

選挙人名簿の調製、選
挙権・被選挙権の調
査、各種選挙の執行な
どを行う。

令和６年２月1８日に市
議会議員一般選挙を執
行し、公正で適正な選
挙事務を行いました。

休止
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番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和６年度

事業成果

令和５年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更することは、
困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、請求があった際には、公正な
請求事務に支障が生じないよう適切に対処します。

妥当性 Ａ 法定された事業であるため、継続します。

有効性 Ａ
法定された事業であるため、事業内容を変更することは、
困難です。

効率性 Ａ
法定された事業であるため、現行どおりの運営を行いま
す。

妥当性 Ａ
監査・審査等を実施することは法令に規定されているた
め、今後も継続して実施していきます。

有効性 Ａ
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を
適正に実施できていることから、現行の通り実施していま
す。

効率性 Ａ
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を
適正に実施できていることから、現行の通り実施していま
す。

11
市議会議員補欠
選挙執行管理事
業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された選
挙人名簿等の調製整
備により、選挙時の投
票が円滑に行われ、投
じた一票が有効投票と
して開票結果に反映さ
れる。

選挙人名簿の調製、選
挙権・被選挙権の調
査、各種選挙の執行な
どを行う。

市の財務に関する事務
の執行及び経営に係る
事業の管理等について
合理的かつ効率的な行
政運営確保のため、監
査委員による定期監
査、例月出納検査、決
算審査等を行いまし
た。

現行どおり

監査の重要性は今後も
高まることから、より効
果的な監査手法を模
索・検討しながら実施し
ていくことが必要と考え
ます。また監査基準に
のっとり、監査・検査・審
査を実施していきます。

12
監査事務運営事
業

監査委員事務
局

的確な監査業務が実
施されている。

令和５年４月２３日に市
議会議員補欠選挙を執
行し、公正で適正な選
挙事務を行いました。

休止
令和６年度の選挙執行
予定は、現在のところ
ありません。

決算審査、定期監査、
例月出納検査、健全化
判断比率等審査等を行
う。

10
直接請求名簿審
査管理事業

選挙管理委員
会事務局

正確性が確保された直
接請求名簿等の調製
整備により、直接請求
に反映される。

直接請求を適正に執行
管理する。

地方自治法に基づき、
直接請求があった際に
は、法令に沿った対応
を行ないます。

請求は行われませんで
した。

現行どおり
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番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

令和６年度

事業成果

令和５年度

事業の評価
事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
農地法、農業委員会等に関する法律、農業経営基盤強化
促進法、租税特別措置法、独立行政法人農業者年金基
金法に基づき実施しています。

有効性 Ａ

農地法、農業委員会等に関する法律、農業経営基盤強化
促進法に基づき、農業委員会総会の開催、証明書の発
行、農地の利用調整や耕作放棄地解消のための業務を
行っており、その結果農地の有効利用等を進めることがで
きました。

効率性 Ａ
関係法令に基づいた、農業委員会を運営する上で必要な
事業費のみを計上しています。今後法律改正により新た
な補助金等が提示された場合には確保していきます。

現行どおり

農地法、農業委員会等
に関する法律、農業経
営基盤強化促進法、租
税特別措置法、独立行
政法人農業者年金基
金法に基づいて、農業
委員会総会の開催、農
地の利用調整、耕作放
棄地解消のための業
務、地域計画の策定
等、農業委員会運営事
業を適正に行います。

13
農業委員会運営
事業

農業委員会事
務局

各農家の意見を反映さ
せながら円滑な農業委
員会業務が行われてい
る。

農地台帳の管理、農業
委員会総会等の開催、
各証明書の発行、農地
に係る照会の回答、農
地の利用調整、耕作放
棄地解消のための業
務、農業者年金業務、
委員会だよりの発行等
を行う。

農地法、農業委員会等
に関する法律、農業経
営基盤強化促進法、租
税特別措置法、独立行
政法人農業者年金基
金法に基づいて、農業
委員会運営事業を適正
に運営することにより、
農地の有効利用、農業
経営の安定化を進める
ことができました。
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